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むつ市議会第１５７回臨時会会議録 第１号

令和２年４月３０日（木曜日）午前１０時開会・開議議事日程 第１号

◎諸般の報告

第１ 議席の変更

第２ 会議録署名議員の指名

第３ 会期の決定

第４ 行政報告

【議員提出議案一括上程、提案理由説明、質疑、討論、採決】

第５ 議員提出議案第２号 むつ市議会議員の期末手当の額の特例に関する条例

第６ 議員提出議案第３号 新型コロナウイルス感染症感染拡大に関する意見書

【議案上程、提案理由説明、質疑、討論、採決】

第７ 議案第28号 令和２年度むつ市一般会計補正予算

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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◎開会及び開議の宣告

午前１０時００分 開会・開議

〇議長（大瀧次男） ただいまからむつ市議会第

157回臨時会を開会いたします。

ただいまの出席議員は22人で定足数に達してお

ります。

これから本日の会議を開きます。

◎諸般の報告

〇議長（大瀧次男） 議事に入る前に諸般の報告を

行います。

まず初めに、地方自治法第121条第１項に基づ

く今臨時会への説明員の出席者については、お手

元に配布の名簿のとおりであります。

次に、監査委員から、地方自治法第235条の２

第３項の規定に基づく例月出納検査の結果報告が

ありました。関係書類は事務局に保管してありま

すので、ご閲覧願います。

次に、本日この後、新型コロナウイルス感染症

に係る市の対応について、市長から行政報告があ

りますので、ご了承願います。

なお、本日の会議より当分の間、新型コロナウ

イルス感染症の拡大防止を図るため、４月27日の

議会運営委員会で決定した「国内における重大な

感染症の拡大状況下におけるむつ市議会の運営方

針」に基づき、議場の開放や席の間隔の確保のほ

か、マスクを着用した上で全て議席での発言とす

るなど、各種対策を講じた上で会議を進めること

になりますので、ご了承願います。

以上で諸般の報告を終わります。

〇議長（大瀧次男） 本日の会議は議事日程第１号

により議事を進めます。

◎日程第１ 議席の変更

〇議長（大瀧次男） 日程第１ 議席の変更を議題

といたします。

会議規則第４条第３項の規定により、お手元に

配布の議席図のとおり議席を変更したいと思いま

す。

変更となる議席番号及び氏名を職員に朗読させ

ます。

〇事務局長（佐藤孝悦） それでは、変更となりま

す議席番号とお名前を読み上げます。

（事務局長議席番号・氏名朗読・

別紙議席表）

以上のとおり変更となります。

、 、なお 議席番号が変わらない２番工藤祥子議員

３番杉浦弘樹議員、８番山本留義議員及び22番大

瀧次男議員につきましては、議席の場所が変更と

なります。

以上です。

〇議長（大瀧次男） お諮りいたします。

ただいま朗読したとおり、議席を変更すること

にご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） ご異議なしと認めます。よっ

て、ただいま朗読したとおり、議席を変更するこ

とに決定いたしました。

それでは、ただいま決定いたしました議席にそ

れぞれ着席を願います。

暫時休憩いたします。

午前１０時０４分 休憩

午前１０時０６分 再開

〇議長（大瀧次男） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。
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◎日程第２ 会議録署名議員の指名

〇議長（大瀧次男） 次は、日程第２ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第89条の規定によ

り、11番鎌田ちよ子議員及び15番佐藤広政議員を

指名いたします。

◎日程第３ 会期の決定

〇議長（大瀧次男） 次は、日程第３ 会期の決定

を議題といたします。

お諮りいたします。本臨時会の会期は本日１日

。 。としたいと思います これにご異議ありませんか

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） ご異議なしと認めます。よっ

て、会期は本日１日と決定いたしました。

◎日程第４ 行政報告

〇議長（大瀧次男） 次は、日程第４ 行政報告を

行います。

市長から報告を求めます。市長。

〇市長（宮下宗一郎） おはようございます。３月

27日開会のむつ市議会第156回臨時会において行

った行政報告以降、市の新型コロナウイルス感染

症対策本部会議で決定した主な事項については、

その都度議長を通し議会にご報告申し上げており

ましたが、今般、国が発出した緊急事態宣言及び

青森県知事の要請内容を踏まえ、市の取組につい

て改めてご報告させていただきます。

まず、４月７日、国において、新型コロナウイ

ルスの感染が拡大している東京都等の７都府県を

対象に、４月７日から５月６日までの間、新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態

宣言が発出されました。

これを受け、４月８日、青森県知事が、県民に

対し、緊急事態措置実施地域からの移動者に対す

る２週間の外出自粛、当該地域への移動の自粛及

びこれ以外の県外への移動について慎重な判断を

するよう呼び掛けを行ったところであります。

その後、４月16日、都市部からの人の移動によ

りクラスターが各地で発生し感染拡大の傾向が見

られるとして、特にゴールデンウィークにおける

人の移動を制限する観点から、５月６日を期限と

して、全都道府県を対象とした緊急事態宣言が改

めて発出され、本県も緊急事態宣言の対象地域と

され、むつ市も対象となっております。

これに基づき、４月17日、青森県知事から、５

月６日までの間、新型インフルエンザ等対策特別

措置法第45条第１項に基づく措置として、不要不

急の外出及び大型連休期間中における都道府県を

またいだ移動について、自粛するよう要請がなさ

れました。

青森県立学校についても、４月20日から５月６

日まで一斉休校の措置が取られることとなってお

ります。

また、この緊急事態宣言の拡大によって、外出

自粛を始め様々な行動が制約されるとして、全国

民一人当たり10万円の給付を行う方向で検討され

ることとなったものでもあります。

その後、青森県知事は４月24日、緊急事態宣言

の追加措置として、新型インフルエンザ等対策特

別措置法第24条第９項に基づき、４月29日から５

月６日までの間 「感染拡大につながるおそれの、

ある施設」を対象に休業要請等を行うこととし、

休業要請等の期間全日にわたり休業要請及び協力

要請に協力した中小企業者に対し協力金を支給す

る旨、改めて発表したところであります。

３月27日の行政報告においては、市内における

新型コロナウイルス感染者の発生防止、市内にお

ける感染拡大防止、市主催行事の自粛、むつ総合
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病院における感染者受入体制の構築及び小中学校

における感染対策の５つを基本方針とし、具体的

な準備についての報告をしております。

しかし、全国的に感染者の増加傾向に歯止めが

かからない現状に鑑み、むつ市も新たな局面を迎

えつつあるとの認識の下 「むつ市感染症危機突、

破プロジェクトチーム」を組織し 「予防医療対、

策 「経済対策」及び「学校保育の充実」を柱」、

とした施策の展開及び迅速な対応に努めるものと

しております。

はじめに、むつ市感染症危機突破プロジェクト

チームについてでありますが、新型コロナウイル

ス感染症に係る感染防止対策、感染拡大対策、市

内経済対策、給付金対応及び各種相談窓口などに

迅速かつ一体的に取り組むため、４月23日にむつ

市感染症危機突破プロジェクトチームを設置いた

しました。

健康づくり推進部長をリーダー、経済部長をサ

ブリーダーとした21名が 「総務・広報班 「感、 」、

染症対策班 「給付・助成班」及び「経済対策」、

班」の４つの班を編成し、この危機を突破するた

めに対応してまいります。

各班の役割についてでありますが 「総務・広、

報班」は、むつ市新型コロナウイルス感染症対策

本部会議の庶務や感染症に係る公表及び広報広聴

に関することなどを担います。

「感染症対策班」は、感染症発生動向調査、感

染症に係る情報収集、国、県、他自治体及び病院

との連絡調整、マスク、防護服などの調達・配布

並びに感染症に係る相談に関することなどを担い

ます。

「給付・助成班」は、特別定額給付金、雇用調

整助成金、持続化給付金、給付・助成に係る相談

窓口及び市独自の助成制度に関することなどを担

います。

「経済対策班」は、市内経済の影響調査、市内

企業経済団体との連絡調整、国、県、他自治体等

の経済支援策の調査・研究、市独自の経済支援策

の構築などを担います。

また、新型コロナウイルス感染症対策を市役所

全体でスピード感を持って対応するため、各所属

に計107名の連絡調整員を配置し、事業を進める

に当たり、関連する施策等を所管する所属が、必

要な協力をする体制といたしました。

プロジェクトチームメンバー21名に連絡調整員

107名を加えた総勢128名の体制で、新型コロナウ

イルス感染症対策を講じてまいります。

特に、全国民一人当たり10万円を給付する特別

定額給付金については、本日から申請書の発送を

開始し、受付ができれば最短で５月７日から順次

支給できるよう取り組んでいるところでありま

す。

本日の送付分は、単身世帯分１万3,091通であ

り、複数世帯分の申請書類は、５月８日の発送に

なります。単身世帯と複数世帯の申請書類を分け

て送付させていただくのは、５月７日に家庭内暴

力いわゆるＤＶによる避難者情報の通知を県が発

出する予定となっており、この通知を受けて複数

世帯分を精査した上で送付する必要があるためで

あります。

申請書の到着は、特定記録郵便により配布する

こと及び日曜日や祝日は配達がなされないことか

ら、全ての世帯に申請書類が到達するには時間が

かかるようであります。

我々としては一日も早くお届けしたいと考えて

おり、郵便局と日程調整をさせていただきました

が、最速でも全世帯に到着するには数日の期間を

要すると伺っております。

広報むつ号外版のように全戸配布の検討もいた

しましたが、世帯情報を含む申請書類のため、特

定記録郵便で確実に届く手法が望ましいとの結論

、 。となりましたので ご理解を賜りたいと存じます
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申請には、本人を確認する書類として、運転免

許証、マイナンバーカード、健康保険被保険者証

や年金手帳の写し、振込先として、口座番号の記

載と通帳などの写しが求められます。このような

書類は今から準備していただくと申請がスムーズ

に進みますので、お急ぎの方は事前にご準備いた

だければと存じます。なお、申請書を受付してか

ら２週間以内をめどに振込みさせていただく予定

となっております。

さらに、パソコンや対応したスマートフォンか

らもオンラインで申請できることになっておりま

すが、これにはマイナンバーカードと対応したカ

ードリーダー又はスマートフォンが必要となりま

す。政府が運営するオンラインサービス「マイナ

ポータル」にアクセスしていただければ申請が可

能となっております。

申請の期限は３か月と国が定めており、当市で

は７月31日までとなりますが、十分に時間的余裕

がありますので、慌てずに間違いのないよう申請

していただければと存じます。

申請については、感染症拡大の観点から原則と

して郵送とオンライン申請での対応とさせていた

だきます。

申請書類の様式や今回の申請方式は全て国が定

めたものであります。これらのことにつきまして

は、私たちむつ市に要望等をいただいても対応は

できません。

私たちといたしましては、与えられた権限の中

で、最大限、スピード感を持って対応してまいり

、 。ますので ご理解とご協力をお願い申し上げます

対策の柱の１点目、予防医療対策についてお伝

えいたします。

まず、郵便入札の実施についてご報告いたしま

す。

入札は、市内業者のほか、県内及び県外の業者

も多数が参加して実施され、その状況から、入札

会場は３密に類した空間にならざるを得ません。

そのため、感染予防の措置として、郵便による入

札を実施するため実施要綱を制定し、去る４月

17日に告示したところであり、５月以降の入札は

全て郵便により実施することとしております。

全ての入札について郵便入札を実施することと

しておりますが、そのことによる事業の発注時期

に影響はないものと考えておりますので、ご理解

賜りたいと存じます。

次に、広報むつの発行等についてご報告いたし

ます。

市では、スピード感と正確性を重視した情報の

発信に努め、市民の皆様に新型コロナウイルスの

感染防止対策に係るご理解とご協力をお願いして

おります。

当市における新型コロナウイルス感染者の発生

は、医療崩壊に直結するとの認識の下、４月９日

に広報むつ号外版を全戸に配布し、むつ総合病院

の医療の現状のほか、不要不急の外出、これから

迎える大型連休の帰省自粛等についてお願いをし

ております。

さらに、感染症の拡大が大きく影響を及ぼして

いる市民生活や事業経営への様々な支援策が打ち

出され始めたことから、その状況をいち早く市民

の皆様にお知らせするため、昨日より、広報むつ

号外版の第２弾を、順次全戸配布しているところ

であります。

今後も、広報むつ、ホームページのほか、ツイ

ッター、フェイスブック、エフエムアジュール等

を効果的に活用し 「伝わる」ことに重点をおい、

た情報発信に努めてまいります。

次に、お花見の時期の公園の閉鎖についてご報

告いたします。

市民の皆様とともに実施してまいりました「花

咲か大作戦」により、今年も満開の桜が楽しめる

ものと期待していたところでありましたが、感染
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拡大の防止を考慮し、早掛沼公園及び水源池公園

を４月17日から５月７日まで閉鎖いたしました。

、 、また そのほかの桜の咲く公園につきましては

花見等の自粛のお願いの看板を設置し、感染拡大

の防止に努めているところであります。

「花咲か大作戦」につきましては、規模の縮小

も考えられますが、引き続き、今年度も継続し、

来年度は更に桜の花を咲かせ、素敵なむつ市の春

を市民の皆様と共に迎えていきたいと考えており

ますので、ご理解を賜りたいと存じます。

次に、公共施設の休止についてご報告いたしま

す。

感染拡大防止の観点から、市民の皆様の健康・

安全を最優先に考え、各公民館、むつ運動公園、

薬研温泉露天風呂など95施設を、５月７日まで休

止することといたしました。

今後の状況によっては、休止期間の更なる延長

が必要となる場合もあると考えておりますが、市

民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

、 、しかし 金谷公園等の公園利用につきましては

屋外での運動や散歩などは、生活維持のための必

要な行動であり、知事による外出自粛要請の対象

外でありますので、利用を妨げないこととしてお

ります。

次に、介護保険サービス事業所、障害福祉サー

ビス事業所等への対応についてご報告いたしま

す。

介護保険サービス事業所、障害福祉サービス事

業所等への対応につきましては、施設内感染等に

配慮し、感染対策の実施状況調査という形で、職

員や利用者の感染症対策、衛生管理や事業所が独

自に工夫している対策などについて、書面による

ヒアリングを行いました。

回答率は、介護保険サービス事業所が81.1％、

障害福祉サービス事業所が83.1％でありまして、

回答のうち、事業所独自の対策としては 「可能、

な限り電話対応にて相談を受ける 「使用する」、

車両の消毒」などが行われており、その他の意見

としては 「マスクと消毒液の不足」や「行政機、

関からの明確な指示等の情報提供」などが挙げら

れておりました。

マスクにつきましては、国から事業所の職員及

び利用者分の布マスクが配布されておりますほ

か、手指消毒用のエタノールにつきましては、施

設の在庫状況を把握し、不足分は県を通じて国か

らの優先供給にて対応することとしております。

また、市では、ドアノブや手すり等の除菌用と

して、希釈して利用できる次亜塩素酸ナトリウム

を、４月24日から本日まで、希望する事業所に提

供しているところであります。

さらには、調査と並行して、事業所職員の市外

への外出自粛、面会者等の入所制限、衛生管理徹

底などにつきまして、直接文書によってお願いす

るとともに、私のツイッターやホームページ内で

も呼びかけております。

なお、調査の結果内容は、今後の感染症対策に

役立てていただくため、全ての事業所にご報告し

ております。

次に、備蓄マスクの配布についてご報告いたし

ます。

はじめに、市内の各小中学校において、４月８

日からの学校給食開始に伴い、校長会からの要望

のありました給食当番の配膳用のマスクとして、

1,000枚を各校に配布しております。

これ以降につきましては、アツギ東北株式会社

むつ営業所様からご提供いただきましたストッキ

ング製品の一部と、キッチンペーパーをもとに、

各学校で手作りマスクを作成し対応しているとこ

ろであります。

さらに、４月１日から４月27日までに、紙マス

ク及び布マスク、合わせて１万3,575枚のご寄附

をいただきました。このうち、子ども用マスク
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4,000枚、大人用マスク6,000枚については、現在

も活動を継続している保育施設に子どもたちや保

、 。育士の人数に応じて 配布したところであります

今後、残りの3,575枚については、ご寄附いた

だいた方の意向を受け、医療機関等に配布する予

定となっております。

次に、庁舎管理についてご報告いたします。

、 、本庁舎では飛沫感染防止のため 市民課を始め

窓口対応の多い部署を中心にアクリルパーティシ

ョンを設置したほか、毎日４回、一定時間に庁舎

、 。の全ての出入口を開放し 換気に努めております

さらに、正面玄関自動ドア付近、開放エリアＡ

ＴＭ側自動ドア付近及び職員玄関に消毒噴霧器を

設置するとともに、毎日５回、来客用のカウンタ

ー、待合イス、ドアノブ等の消毒を行っていると

ころであります。

また、職員が新型コロナウイルスに感染した場

合は、庁舎を３日間閉鎖することとし、その間、

庁舎内の消毒を職員が実施し、安全が確認された

後に開庁する方針としております。

閉庁時には、対策本部機能と一部窓口機能を市

立図書館に移管して業務を継続し、市民の皆様の

生活にできる限り影響のないよう努めてまいりま

す。

万が一にも市役所内で感染者が発生した場合を

想定して、４月16日に庁舎の除菌及び消毒作業説

明会を開催しております。

なお、この説明会には73名の職員が参加し、下

北地域広域行政事務組合消防本部の指導の下、防

護服の着脱訓練の実施、作業手順等の確認をした

ところであります。

次に、職員の分散勤務の実施についてご報告い

たします。

緊急事態宣言が全国に拡大されたことを受け、

市が率先して職場での人との接触を７割減とする

ため、テレワークとして自宅勤務や、市内施設等

を活用したサテライト勤務、時差出勤などの分散

勤務を４月14日から６所属で試験的に実施し、４

月20日から全職員を対象に実施することにいたし

ました。

この取組は、市役所、特に本庁舎はワンフロア

のため、感染者が発生することや感染者から感染

させられることにより、その影響が市民の皆様や

多くの職員へと及ぶことが想定されるために実施

したものであります。実際に、全国の市役所の中

では、感染症の拡大によって閉鎖しているところ

もすでにあります。

国の緊急事態宣言を受け、職場での人との接触

を７割減とする目標を掲げ、市が率先して実施す

ることで、市内企業等へも広がりを見せ、市全体

の感染症対策が進むことを期待するものでありま

す。

なお、実施状況といたしましては、４月20日か

ら４月26日までの１週間では、本庁舎で３割の出

勤率、今週27日、28日も３割を下回る出勤率とな

っており、目標を達成しておりますので、今後も

継続して実施してまいります。

次に、新採用職員の初勤務日の取扱いについて

ご報告いたします。

本年４月１日採用の新採用職員15名について、

３月中の行動歴を確認した結果、３月27日まで他

地域に所在していた者がおりましたことから、新

型コロナウイルス感染症対策として、15名全員を

３月28日から２週間の期間を在宅期間とし検温し

てもらうとともに、４月１日から４月10日までの

期間を在宅勤務としたところであります。

在宅勤務期間中は、地方公務員法、むつ市職員

服務規程、むつ市総合経営計画及び配属部局の業

務内容などを送付し、公務員としての資質向上に

努めてもらうとともに、市の施策及び配属先の業

務内容について学んでもらいました。

新採用職員15名については、全員発熱などの症
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状もなく、４月13日に無事辞令交付式を行い勤務

しております。

次に、職員の検温の実施についてご報告いたし

ます。

４月３日付けで日本での新型コロナウイルス感

染症の拡大に鑑み、職員の感染症対策と健康管理

のため、毎朝の検温実施について通知したところ

であります。

職員は、地方公務員として多くの市民の皆様と

接する機会が多いことから、一般に言われている

発熱基準の37.5℃より低い37℃以上の発熱、咳や

鼻水などの症状がある場合は、出勤困難休暇を取

得することにしております。

これまで、新型コロナウイルス感染症が疑われ

る４日間以上の発熱や症状となった職員はおりま

せんが、今後も職員の感染症対策と健康管理のた

め継続して取り組んでまいります。

次に、下北医療センター臨時庁議・むつ総合病

院発熱外来についてご報告いたします。

４月８日には、むつ総合病院が中心となって、

県のむつ保健所、むつリハビリテーション病院、

大間病院、各地域の診療所及びむつ下北医師会が

一堂に会し、意見交換を行う下北医療圏新型コロ

ナウイルス感染症対策連絡会議が開催されまし

た。

ここでは、むつ総合病院の取組として、院内感

染防止等の観点からの発熱外来の設置が急がれて

いること、感染症対策チームを結成して対応に当

、 、たること 感染病棟４床で対応困難となった際に

６階病棟を感染対応とすることが報告されまし

た。

また、むつ市からは、むつ市下北自然の家を軽

症者の待機場所として、むつ保健所に提案させて

いただいております。

そのほか、各診療所からこれまでの取組などに

ついて報告がなされましたが、この中で、下北圏

域の市町村が一丸となって、感染症の防疫に努め

るべきだとする意見がありました。

このような意見を踏まえ、一部事務組合下北医

療センター臨時庁議を開催することになりまし

た。

４月23日に下北圏域の各市町村長、むつ総合病

院長によるインターネットを利用した臨時庁議を

開催し、まずは、各市町村が主体性を持って、ま

た、連携して下北圏域全体での防疫措置を講じる

ことの必要性の認識を共有いたしました。

また、具体的な取組として、感染症対策に当た

る医師、看護師等への特殊勤務手当の支給につい

て決定し、議会の開催場所についても、いわゆる

３密を避ける観点から、現在議場として使用して

いる場所以外での開催について、議会に申し入れ

ることを決定しております。

最後に、今回、新しい電子会議のネットワーク

が構築されましたので、日常的に市町村長同士で

コミュニケーションを取りながら、下北圏域が一

丸となってこの問題に取り組んでいくことも確認

されたところであります。

対策の柱の２点目、経済対策についてお伝えい

たします。

まず、市内の経済対策についてご報告いたしま

す。

、 、市独自の緊急経済対策第１弾として 本日から

新型コロナウイルス感染症に対応するむつ市中小

企業小口資金特別保証制度に特別枠を新たに設け

ることとしております。

300万円までの融資について利子と保証料の全

額を市が負担することで、中小企業及び個人事業

者の皆様が事業の維持継続に必要な緊急の資金繰

りを支援いたします。この新たな融資策につきま

しては、本日から市内の民間金融機関においてご

活用いただけるようになっております。

財源は、財政調整基金となっており、債務負担
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行為を含めて総額2,559万8,000円の予算となって

おります。

同様の措置は、県では青森県経営安定化サポー

ト資金の災害枠となっておりますが、これらとも

合わせてご活用いただくことで事業継続につなげ

ていきたいと考えております。

すでに、15件の問合せがきており、一定の需要

を見込んでおります。

この対策は、あくまでも第１弾であります。県

内他市でも全国でもそれぞれの市独自の経済対策

の実施が表明されているところであり、むつ市と

しても５月上旬をめどに総合経済対策として国や

県の支援策と併せて効果的で包括的な案を提示し

たいと考えております。

予算額も一定の額を確保させていただく予定で

あり、議会の承認を得て成立させていきたいと考

えておりますので、ご理解とご協力をお願い申し

上げます。

次に、公共料金や市税等の支払いについてご報

告いたします。

、 、新型コロナウイルス感染症の影響により 市税

介護保険料、水道料金等の納付にお困りの方につ

きましては、徴収又は納付を猶予する制度を市の

ホームページ等で周知し、４月１日から各担当課

において相談受付を開始したところであります。

また、５月１日からは、市税をコンビニやスマ

ートフォンアプリを通じて納付できるようになり

ますので、人と人との接触を避けるという観点か

らも、このようなサービスも積極的にご活用いた

だければと考えております。

次に、生活支援についてご報告いたします。

住宅確保給付金として、２年以内に離職や廃業

等で住宅を失った方又は失うおそれのある方を対

象として家賃の実費支給を行います。これは、支

給対象が従来の対象者に加え、新型コロナウイル

ス感染症の影響等により、給付等を得る機会が減

少し、離職や廃業と同程度の状況にある方に対象

が拡大されております。

また、要件として自立相談支援機関の面談が必

要でありますが、勤務状況や地域の感染状況等に

より、電話等の報告及び給与明細の郵送対応も可

能になり、加えて、月２回以上の公共職業安定所

での職業相談や求人先への応募及び面接について

も回数を減らすことができることとなっておりま

す。

給付額については、３万円から４万7,000円を

上限とし、給付期間については原則３か月であり

ますが、最長９か月まで延長できることとしてお

ります。

本制度は、福祉部生活福祉課が窓口となります

ので、ご相談いただきたいと存じます。

次に、イベントについてご報告申し上げます。

主な市関連のイベントといたしまして、芦崎湾の

潮干狩り、むつ桜まつり、憲法記念下北駅伝競走

大会、大湊ネブタ祭り、田名部まつり等の中止が

決定しておりますが、今後、緊急事態宣言の終息

を見極め、イベントの実施の可否を決定してまい

りたいと考えております。

決定事項につきましては、報道発表させていた

だき、新聞やテレビ等を通じてお届けするととも

に、ホームページに掲載してまいります。

対策の柱の３点目、学校保育の充実についてお

答えいたします。

まず、小中学校の休校についてご報告いたしま

す。

４月７日から新学期が始まりましたが、緊急事

態宣言の発出及び青森県知事からの不要不急の外

出自粛等の要請を受け、４月21日から５月６日ま

での期間、休校することといたしました。

また、各学校に対しましては、部活動の休止や

週に１回程度の登校日を設けることなどを併せて

通知いたしました。
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現在、私と教育長で各学校を訪問し、校長先生

からのヒアリングを実施しているところであり、

児童生徒の学習機会の確保及び命と健康を守ると

いう２つの側面について十分に学校とコミュニケ

ーションを取りながら、こちらから学校の再開に

向けて協議を進めてまいります。

次に、幼稚園・保育園・なかよし会等について

ご報告いたします。

幼稚園・保育園の対応についてでありますが、

現状の把握と今後の対策の参考とするため、４月

10日には市内14保育園の施設長と、４月14日には

市内８幼稚園の園長とそれぞれ情報交換会を開催

させていただいております。

そこでは 「感染拡大地域からの児童、保護者、

等の転入者に２週間の自粛要請が必要か 「保。」、

育園が市から救援要請を受けても、医療従事者等

の児童の保育が必要であれば継続して受入れを行

いたいが、可能であるか 「マスク、消毒液が。」、

不足している 」など、様々なご意見を伺ってお。

ります。

市では、これらのご意見を踏まえ、市内で新型

コロナウイルス感染症が発生した場合の対応につ

いて、市の方針を各施設及び保護者に通知してお

ります。

現在、国が発出した緊急事態宣言及び青森県知

事の要請内容を踏まえ、４月21日から５月６日ま

での間、幼稚園については休園、保育施設につい

ては登園自粛の要請を行っているところでありま

す。

、 、次に なかよし会の対応についてでありますが

このたびの小中学校の休校措置を受け、４月21日

から５月６日までの期間、午前８時30分から午後

５時30分までの開設としております。

、 、ただし 今回は緊急事態宣言を受けたことから

保護者の皆様に利用の自粛を要請し、対象児童を

原則小学校１年生及び２年生とし、やむを得ない

事情がある場合は３年生及び４年生についても対

象とすることとしております。

また、小学校の臨時預かりにつきましては、な

かよし会と同様の児童を対象とし、４月27日から

５月６日までの期間で開設しております。

今後も感染の動向を注視しつつ、幼稚園、保育

園及び教育委員会と連携を密にし、児童の安全確

保を図るため、速やかに対策を講じていくことと

、 。しておりますので ご理解を賜りたいと思います

以上、新型コロナウイルス感染症に係る市の対

応についてのご報告とさせていただきます。

今後も感染の動向を注視しながら、国及び県の

方針等に基づき、市民の皆様の安全と健康、そし

て日々の生活を守るため、速やかに対策を講じて

まいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（大瀧次男） これより質疑を行います。

ただいまの報告に対し 質疑ありませんか 18番、 。

原田敏匡議員。

（ ） 。〇18番 原田敏匡 １点質疑させていただきます

これからゴールデンウイーク、休みに入ります

けれども、市の職員の皆様は、国そして県の動向

の対応で、一部はゴールデンウイーク期間中も対

応されることと思いますが、市民の相談窓口等の

職員の対応はどのように考えているのか、１点お

伺いします。

〇議長（大瀧次男） 健康づくり推進部長。

〇健康づくり推進部長（中村智郎） お答えいたし

ます。

市民の窓口につきましては、職員を常駐するな

ど、きめ細かい対応に努めてまいりたいと思いま

すので、ご理解賜りたいと思います。

以上でございます。

〇議長（大瀧次男） 18番。

〇18番（原田敏匡） 再度確認します。

そうすると、ゴールデンウイーク期間中も現在

と同様、全職員とは言わないですけれども、一部
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の職員の皆様で対応を行うということでよろしい

でしょうか。

〇議長（大瀧次男） 健康づくり推進部長。

〇健康づくり推進部長（中村智郎） お答えいたし

ます。

特に給付金に係る問合せが多いということでご

ざいますので、こちらの部署におきましては、職

員を常駐させて対応に当たらせたいと思っており

ますので、ご理解賜りたいと思います。

以上でございます。

〇議長（大瀧次男） ほかに質疑ありませんか。７

番斉藤孝昭議員。

〇７番（斉藤孝昭） コロナ対策については、様々

な取組をしっかり行っているということは、今の

市長の説明でよく分かりました。

手続関係、あとは問合せ、できれば来庁される

方がその部門によって移動しないように、ワンス

トップサービスをするべきだというふうに思って

います。そのところについての考え方、または対

策はどのようにしているのかお願いします。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

できる限り来庁しないでいただきたいというこ

とが今回の期間の対応になりますので、できれば

ラジオを聞いている市民の皆様もいらっしゃると

思いますが、電話でどうかご相談いただけるよう

にお願いしたいと思っております。

〇議長（大瀧次男） ７番。

〇７番（斉藤孝昭） とはいうものの、来庁される

方がその部門によって 「ここの担当ではないの、

で、次に移動してください」みたいなお客様を移

動させるような行為はしないように、やっぱりワ

ンストップでその話を聞いてあげるというふうな

窓口を設置することも必要だと思いますが、どの

ようにするのでしょうか。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 繰り返しになりますが、今

回のこの期間については、極力来庁は避けていた

だきたいということが前提です。とりわけこれか

ら給付金に対する問合せというのが多くなるとは

思っています、全国同じだと思うのですが。これ

も郵送と、それからオンラインで、ということを

原則にさせていただいています。電話だと移動す

ることはありません。家から電話かけていただけ

れば、私たちのほうで電話回しますので。ですか

ら、できる限り電話で対応いただくということだ

と思いますし、また住民票等の手続も郵送等でで

きますので、来庁はもう本当に、できるだけ控え

ていただきたいというふうに思っております。

来庁した方々をどのような形でワンストップサ

ービスするかということですが、少なくとも給付

金については窓口設置しますので、そこで一元的

に対応ができるというふうになっております。

ただ、繰り返しになりますが、来庁はできる限

り控えていただきたいということが今の私どもの

考え方でございます。

以上です。

〇議長（大瀧次男） ほかに質疑ありませんか。２

番工藤祥子議員。

〇２番（工藤祥子） 公共料金や市税等の支払いに

ついての部分ですが、この市税等の中に国民健康

保険税等も含まれていると私は理解していますけ

れども、もう一歩突っ込んで、国のほうでは国保

税の減免ということについても拡充策出している

と私記憶しています。

そして、自治体のほうで減免をした場合に、国

のほうで支援の手当てをするということを私読ん

だのですけれども、そのほうはどのように進んで

いるのでしょうか。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

まず、猶予というところでいきますと、こちら
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も全戸配布させていただいているのですが、これ

から届く方もいらっしゃると思います。また、広

報むつの号外号で書かせていただいています。市

税のほか国保税、それから水道料金、下水道使用

料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、市営住

宅使用料、それから奨学金の返還についてご相談

を受け付けさせていただきたいと考えておりま

す。

減免については、これは今国のほうで議論され

ているというふうに私も承知しておりますが、そ

の結論については聞いてございませんので、今の

時点では我々のほうからご報告申し上げることは

ございません。

〇議長（大瀧次男） ２番。

〇２番（工藤祥子） 厚生労働省のほうから国保税

の減免についての通知が来ているということを私

伺っているのですけれども、どうでしょうか。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 通知は来ておりますけれど

も、これどのような形でやるかというところまで

は伺っておりませんので、当然国がやるというこ

とになれば我々やりますから、それはそのときに

通知をさせていただきます。

〇議長（大瀧次男） ２番。

〇２番（工藤祥子） これは、積極的に受け止めて

進めていただきたいのですが、そうした場合規則

、 。を変えるとか そういう手続になるのでしょうか

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） まず、この通知を見まして

も、減免の基準等については追って通知するとい

うふうになっているのです。その通知がありませ

んので、私たちどういう減免基準でやるのかとい

うことも知らせを受けていません。私たちが減免

をするときには、必要な条文の整備等を行った上

でやらせていただくことになりますし、当然議会

の議決、あるいは専決した場合でも報告、承認と

いう形になりますので、ご理解をいただきたいと

存じます。

〇議長 大瀧次男 ほかに質疑ありませんか 14番（ ） 。

濵田栄子議員。

〇14番（濵田栄子） 10万円の給付方法についてお

聞きいたします。

最初は……

〇議長（大瀧次男） それ、議案に……

〇14番（濵田栄子） そうですか。では、そのとき

に。今報告がありましたので、報告で聞こうかな

と思いました。

〇議長（大瀧次男） 議案にありますので。

〇14番（濵田栄子） 議案でよければ議案で質疑い

たします。

〇議長（大瀧次男） ほかに質疑ありませんか。８

番山本留義議員。

〇８番（山本留義） 今の市の対策、本当に市民に

分かりやすく号外で出していただいてもいるし、

市の対応に感謝しております。

そういう中で、市民から、そして特に飲食店関

係の人からなのですけれども、大変厳しいという

ことで、国では１人当たり10万円ということでは

あるのですが、自分が調べているところによりま

すと、国が１兆円を全国都道府県に補助するとい

う形の中で、たしか県には19億円ほど国から来る

と思うのですけれども、その中で決まっているの

であれば、むつ市のほうに幾ら来るのか教えてい

だきたい。

そして、今市長の報告の中では、よその自治体

も独自でいろいろな今の対策をしているのですけ

れども、５月の上旬をめどに市でもそういう対策

をするということでありまして、今私が言った飲

食店関係からということでありましたが、そうい

う意味において、市のほうにそのような相談がど

のくらいあっているのか、ありましたらお知らせ

ください。
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〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

まず、答えの前段で私どもの経済対策の基本的

な考え方ですけれども、まずは今回の新型コロナ

ウイルスに対する対応というか、市民の皆様全員

が何らかの形でお困りだと思うのです。したがっ

て、これはまず10万円の給付というものを平等に

スピーディーに進めることが一番大事であろうと

いう観点から、恐らく全国でも全市に先駆けて、

今日この後終わればすぐ送付させていただいて、

できれば明日から振込、できなくても７日から振

込を開始させていただいて行き渡らせたいという

思いがあります。

その次に、国から来るそういった地方創生の臨

時交付金、あるいは県が今10億円と言っています

けれども、市町村に交付する分という形の中で、

財源を確保して市で対応する分と。それから、さ

らにそこでも補い切れない分があるとすれば、市

の独自経済対策として様々な給付とか、あるいは

家賃補助ですとか、そういったことも、あるいは

もっと独自性のあるもので皆さんが助かるなと、

むつ市から助けてもらったなというふうになるよ

うなことをやっていきたいと思っています。

その基本的な考え方としては、私たちが預かっ

ている市税というのは、元は市民の皆様に稼いで

いただいて納めていただいた額ですから、こうい

うときに出し惜しみするとかそんなことがあって

はならないと思うのです。こういう困っていると

きこそ、やはり私は困っている人たちに行き届く

ような対策をしたいということで、現在検討中で

あります。

ちょっと長くなりますけれども、今いろんな自

治体でやります、やりますという話を始めていま

すけれども、給付しているところは一つもありま

せん、まだ。私たちはやると言ったらすぐ給付で

きるようにします。ですから、そういうことも含

めて５月上旬まで少し待っていただきたいと。す

ぐと言っても、すぐになるかどうか分かりません

けれども、できるだけ早く給付したいと思ってい

ます。したがって、少し企画の時間を頂きたいと

いうことで５月上旬までお待ちいただきたいなと

いうふうに思います。

お尋ね２点あったと思いますけれども、１点目

の幾ら来るかということは、実際は今日、国会の

ほうで予算が成立するという段取りになっていま

すので、それからのお話になります。我々として

は、概算もその部分はまだしてございません。

それから、市民の声ということでいけば、先般

も飲食店の関係の方々が173事業者から集めたア

ンケートを持っていただいて、様々な声を聞いて

います。その結果については、ちょっと担当部長

からご報告をさせていただきたいと思いますけれ

ども、家賃を補助していただきたいとか給付金を

頂きたいとか、そういうお話があったと私は認識

しております。

〇議長（大瀧次男） 経済部長。

〇経済部長（立花一雄） 市への相談の件数につき

ましてお答えいたします。

３月６日から相談がありまして、４月27日現在

までで、主に飲食店の皆様の融資のご相談という

ような形で46件ほど相談を受け付けております。

以上でございます。

〇議長（大瀧次男） ８番。

〇８番（山本留義） 今の市長の答弁、私も心強く

思ったし、またこの放送を聞いている市民も、市

長に期待する声はきちんと届いたし、届けたなと

思っております。どうか本当に、私どもはまだ新

型コロナウイルスの感染はないのですけれども、

今までむつ市もずっと赤字で、市民にそれだけ頑

張っていただいた分がありまして、この機会にき

ちんと市民を守っていただきたいことをお願いし

て終わります。
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〇議長 大瀧次男 ほかに質疑ありませんか 19番（ ） 。

佐々木隆徳議員。

〇19番（佐々木隆徳） 今の山本議員の質疑に若干

関連しますけれども、市長の報告の中で経済対策

。 、の件であります ５月上旬に包括的な案を提示し

そして議会の承認を得て成立というふうな報告あ

りましたけれども、仮に今後の流れとして、もち

ろん専決処分あるのは重々分かりますが、５月上

旬もしくは中旬に提示した段階でその後の流れ、

要するに、例えば生活支援というのは一日も早い

対応が求められると思います。そういう流れでい

きますと、通常でいきますと定例会というのは今

回は６月10日ですか、そこまで待つのか、それと

もまたそれ以外の対応というのはどのように考え

ているのか、その点１点だけ伺います。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 各地、経済対策については

専決ということでやられているところが多いよう

な気がするのですが、私はやはり議会と一体とな

ってこの対策に取り組みたいと思いますので、臨

時議会という形でお願いできればと思っている

し、いずれにいたしましてもそのタイミング等に

、 、ついては 議長とご相談をさせていただきながら

また議会の判断として専決で直ちにやるようにと

いう指示があれば、それはそのように対応させて

いただきたいと思います。

６月の議会を待たずとも、補正予算という形で

私としては成立をさせていきたいと、このように

考えてございます。

〇議長（大瀧次男） ほかに質疑ありませんか。１

番佐藤武議員。

〇１番（佐藤 武） 幼稚園、保育園のことですけ

れども、１つは休園の要請、あるいは自粛という

ことで、恐らく措置数で園のほうには収入がある

と思うのですが、これが長引いた場合に、それが

減少するということがないのかどうかということ

と、あとはもしも減少するのであれば、その対応

方……

（ 聞き取れない」の声あり）「

〇１番（佐藤 武） 保育園と幼稚園に自粛と閉園

の要請をしていますけれども、多分措置数で子供

たちの……

（ 何数」の声あり）「

〇１番（佐藤 武） 措置されている子供の人数で

園のほうには収入があると思うのですが、これが

長引いた場合に、例えば園が減収になることがな

いのかどうかということと、もしもあるとしたら

その対策をどういうふうに考えているかと。

、 、もう一つは 学校が休業になったということで

障害児の分野、保育園も含めてですけれども、児

童発達支援と放課後等デイサービスの事業所が自

主的に自粛しているところもあるように聞いてい

ます。それについての市の対策をお伺いしたいと

思います。

〇議長（大瀧次男） 子どもみらい部長。

〇子どもみらい部長（菅原典子） お答えいたしま

す。

保育料に関してですけれども、市から要請があ

って自粛あるいは休園した場合においても、保育

料は通常どおり支払うこととなっております。

また、保護者に対しては、休園要請に伴い自粛

した期間については保育料を返還することとして

おります。

障害児、児童発達支援施設に関しては、こちら

のほうでまだ把握はしておりませんので、今後ど

のような対応するかについては検討してまいりた

いと考えております。

以上です。

〇議長（大瀧次男） １番。

〇１番（佐藤 武） すみません、報告を、教育部

長、お願いします。

〇議長（大瀧次男） 教育部長。
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〇教育部長（角本 力） お答えいたします。ただ

いまの障害児への支援ということでのお尋ねに補

足させていただきます。

各小中学校、特別支援学級の対応について教育

委員会で問合せしましたところ、今回の休業期間

中においては、特別支援学級への通級というのは

現在のところ要望がない、要請がないということ

で承っておりましたので、今回については特に開

設をしていないという状況でございます。

以上でございます。

〇議長（大瀧次男） １番。

〇１番（佐藤 武） 今は特別支援学級のお話でし

たよね。ではなくて、私が最初にお尋ねしたもう

一つは、放課後等デイサービスのことについてど

うですかという、児童発達支援と放課後等デイサ

ービスについて聞いたのです。その放課後等デイ

サービスのところをちょっと答えてください。

〇議長（大瀧次男） 健康づくり推進部長。

〇健康づくり推進部長（中村智郎） お答えいたし

ます。

今般の青森県知事からの要請の中に、基本的に

休業要請を行う業種、施設と、あるいは行わない

施設がございまして、ただいま佐藤武議員からお

、 、尋ねありました保育所等 あるいは放課後クラブ

あるいはこれに類する福祉サービス等につきまし

ては、基本的に休業要請を行わない施設とされて

おりますので、こういった部分について特段の私

たちの、あるいは県からの休業の補償とかそうい

ったものはないものと考えております。

〇議長（大瀧次男） ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。これで

質疑を終わります。

以上で行政報告を終わります。

◎日程第５～日程第６ 議員提出議案

一括上程、提案理由説明、質疑、討

論、採決

〇議長（大瀧次男） 次は、日程第５ 議員提出議

案第２号 むつ市議会議員の期末手当の額の特例

に関する条例及び日程第６ 議員提出議案第３号

新型コロナウイルス感染症感染拡大に関する意見

書の２件を一括議題といたします。

まず、議員提出議案第２号 むつ市議会議員の

期末手当の額の特例に関する条例について、提出

者から提案理由の説明を求めます。18番原田敏匡

議員。

〇18番（原田敏匡） それでは、議員提出議案第２

号 むつ市議会議員の期末手当の額の特例に関す

る条例の提案理由を述べさせていただきます。

本案は、新型コロナウイルス感染症対策として

市が実施する経済対策及び感染予防対策等に係る

財政対応を鑑み、我々議員の期末手当をその対応

の一助とすることを目的に、市議会議員の６月の

期末手当額を15％減額して支給するため提案する

ものであります。

〇議長（大瀧次男） 次に、議員提出議案第３号

新型コロナウイルス感染症感染拡大に関する意見

書について、提出者から提案理由の説明を求めま

す。７番斉藤孝昭議員。

〇７番（斉藤孝昭） 新型コロナウイルス感染症感

染拡大に関する意見書については、議員全員の発

議でありますので、読み上げて提案させていただ

きます。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う様々な対

応により、経済活動の停滞が急激かつ広範囲に生

じており、経済、社会、雇用に深刻な影響を及ぼ

している。

政府は各種イベント等の中止及び延期や学校の

全国一斉臨時休業の要請、緊急対応策の取りまと

め、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正
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など、様々な措置が講じられてきた。

むつ市もこれらの措置に対応し、学校臨時休業

、 、や児童生徒の居場所の確保などに取り組み また

職場、学校、地域、そしてむつ市民一人一人が感

染拡大防止に努め、国と一体となり全力を尽くし

ているところである。

全国的な感染の拡大と影響の長期化に伴い、保

健・医療機関、介護・障害者施設等にかかる負荷

はより大きくなると見込まれる。そして経済面で

は、中小・小規模零細事業者、飲食業を中心とす

る個人事業主やフリーランス、製造業・観光業を

はじめ業種・規模・地域を問わず、多くの事業者

が厳しい状況に追い込まれ、雇用の確保や事業の

継続をも危ぶむ声も出ている。

東日本大震災、リーマンショック以上の危機的

状況に陥る懸念が現実味を増している。

ついては、感染の爆発的な拡大と重症化の予防

に必要な措置を講じ、早期に事態を収束させると

ともに、厳しい環境にあっても国民生活の安定を

確保するため、下記の事項について、迅速に取り

組まれるよう強く要望する。

記

１．厳しい経済情勢に鑑み、まずは対応策の円滑

な実施に万全を期すとともに、資金繰り対策に

とどまらず、経済活動が縮小し大幅な需要不足

が発生していることを踏まえ、思い切った規模

、 。の経済対策を早急に取りまとめ 実行すること

その際、地方の中小・小規模事業者や個人事業

主に対しては、きめ細かく、大胆で、真に実効

性のある対策とすること。さらに、観光業につ

いては、時期を見極め、国を挙げての国内外へ

のプロモーションや各種割引制度を活用した誘

客促進支援を実施すること。

２．短時間で検査の実施が可能な簡易検査機器の

早期実用化や民間検査機関の実施能力の向上に

より、必要な検査の円滑な実施体制を構築し、

患者の早期診断、重症化予防に繋げること。併

せて、緊急時に備え、各医療機関における必要

な病床確保、資機材整備やその体制を支援する

こと。また、医療崩壊を起こすことなく、全て

の患者に適切な医療を提供することができるよ

う万全を期すこと。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見

書を提出する。

以上であります。

〇議長（大瀧次男） これで、提案理由の説明を終

わります。

これより議員提出議案第２号及び議員提出議案

第３号の質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。以上で

議員提出議案第２号及び議員提出議案第３号の質

疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議員提出議案第２号及び議員提出議案第３号

は、会議規則第38条第２項の規定により、委員会

への付託を省略したいと思います。これにご異議

ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） ご異議なしと認めます。よっ

て、議員提出議案第２号及び議員提出議案第３号

は委員会への付託を省略することに決定いたしま

した。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せん。これで討論を終わります。

これより採決に入りますが、採決はそれぞれ区

分して行います。

まず、議員提出議案第２号 むつ市議会議員の

期末手当の額の特例に関する条例について採決い
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たします。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） ご異議なしと認めます。よっ

て、議員提出議案第２号は原案のとおり可決され

ました。

次に、議員提出議案第３号 新型コロナウイル

ス感染症感染拡大に関する意見書について採決い

たします。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） ご異議なしと認めます。よっ

て、議員提出議案第３号は原案のとおり可決され

ました。

なお、本意見書の提出先については、衆議院議

長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生

労働大臣、経済産業大臣としたいと思います。ご

了承願います。

◎日程第７ 議案上程、提案理由説明、

質疑、討論、採決

〇議長（大瀧次男） 次は、日程第７ 議案第28号

令和２年度むつ市一般会計補正予算を議題といた

します。市長から提案理由の説明を求めます。市

長。

〇市長（宮下宗一郎） ただいま上程されました議

案第28号 令和２年度むつ市一般会計補正予算に

ついて、提案理由及び内容の概要をご説明申し上

げ、ご審議の参考に供したいと存じます。

今回提案いたします補正予算は、56億3,000万

円の増額補正でありまして、これにより補正後の

歳入歳出予算総額は、419億9,139万1,000円とな

ります。

まず、歳出についてでありますが、国の新型コ

ロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、

感染拡大防止に留意しつつ、迅速かつ的確に家計

を支援するための特別定額給付金給付事業に要す

る経費を計上しております。

次に、歳入についてでありますが、国庫支出金

に歳出との関連において補助見込額を計上してお

ります。

以上をもちまして、上程されました議案につい

いて、その大要を申し上げましたが、細部につき

ましては、議事の進行に伴いましてご質問により

詳細ご説明申し上げます。

何とぞ慎重ご審議の上、原案どおり御議決賜り

ますようお願い申し上げる次第であります。

〇議長（大瀧次男） これで提案理由の説明を終わ

ります。

ただいま上程されました議案については、この

後質疑、討論、採決を行いますが、ここで議事整

、 。理のため 午前11時50分まで暫時休憩いたします

午前１１時０９分 休憩

午前１１時５０分 再開

〇議長（大瀧次男） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◇議案第２８号

〇議長（大瀧次男） これより議案第28号 令和２

年度むつ市一般会計補正予算の質疑を行います。

質疑の通告がありますので、順次発言を許可し

ます。まず、６番佐賀英生議員。

〇６番（佐賀英生） この補正予算は、給付の予算

とお見受けしますが、まずたくさんの方々が興味

を持っております。また、私のところにもたくさ

んの方々から聞かれるわけでございますが、その

点について先ほど市長から、るるご説明願えまし

たので、先ほどの説明にない部分だけをちょっと
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お伺いしたいと思います。

まず１つ、ＤＶの関係の書類、告知の部分がご

ざいましたが、例えばＤＶでなくても何らかの事

情でそこに同居していない、なおかつ教えないま

まにどこかに若干移動していると。そういう場合

の対処の仕方をまずお教え願いたい。

次に、口座のない方は多分いらっしゃるかと、

ごくごく少数と思いますけれども、その方々の対

応はどのようにしていくのか。お年寄りの方に限

るかと思うのですが、識字率はかなり上がってい

るのですけれども、自分で書けないと。誰かに頼

んでその場で書くとか、自宅で書く場合は問題が

ないのですけれども、そういう方以外、例えばあ

まり世間と接触を持っていない方ですとか、そう

いう方が考えられ得るのは、役所のほうに書いて

いただけないかと来る場合も想定できるわけです

、 。が その点についてはどのように考えているのか

以上、お伺いいたします。

〇議長（大瀧次男） 健康づくり推進部長。

〇健康づくり推進部長（中村智郎） お答えいたし

ます。

まず最初は、諸事情により現住所に居住されな

いという方の取扱いだと思いますけれども、制度

上は４月27日の現住所に送られるということにな

ります。しかしながら、当然お受け取りになれな

いということになりますが、その場合にいたしま

しては特別に、特別とは申し訳ありません、個々

にその事情に配慮いたしまして対応をさせていた

だくことといたしております。

続いて、口座のない方ということでございます

けれども、基本的には現金給付ではございますけ

れども、こうした方々につきましても、現金給付

できるような手続を考慮しております。ただし、

手続の準備上、こうした方々の支給については、

５月下旬以降の支給になるものと見込んでおりま

す。

続きまして、最後に本人が書けない場合とか、

そういった場合の代理者のことですけれども、基

本的には法定代理人、そういった方々、家族の方

々が代理でなさる分には差し支えないと認識して

おります。

以上でございます。

〇議長（大瀧次男） ６番。

〇６番（佐賀英生） 分かりました。多分初めてと

いうか、こういうケースというのはそうそうまれ

中のまれだと思いますが、できないものはできな

いでいいと思います。それはきちっと説明します

ので、できる部分とできない部分をきちんと分け

てお話を願いたいと思うのですが。

、 、まず さきの説明の中では免許証といいますか

身分証と口座、このコピーと。これについては、

なかなかコピーする人が、例えばお年寄りの方が

コンビニ行ったりとか、どこかスーパーとかへ行

ってしなくてはいけないと。この対応もなかなか

大変かと思います。そして、それ２枚に分けるの

か、もしくは１枚の中でコピーをしてきても大丈

夫なのか、まずそれ第１点。

それと２点目としては、多分なかなか分からな

い方は電話等々で問合せが来ようかと思います。

１か所で全て済むような体制を整えているのか。

この２つについてをお伺いしたいと思います。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

、 、私も そのコピーということの問題については

極めて重大な問題であるというふうに認識してお

ります。ただ、これはもうご家族で助け合ってや

っていただくしかないというふうに現時点では考

えております。例えば市役所を開放してコピーを

取ってくださいということも、今回に限っては３

密を避ける観点からこれできないのです。したが

って、まずは現時点ではやはりご家族の方を頼り

にして、コピー取っていただきたいなというふう
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に思います。

それから、２枚か１枚かについては担当からお

答えさせていただきますけれども、電話について

は一元的に対応させていただきたいと考えてござ

います。

〇議長（大瀧次男） 健康づくり推進部長。

〇健康づくり推進部長（中村智郎） コピーする書

類の枚数につきましては、特段制限等ございませ

んので、こちらの内容が分かればいいというふう

な認識としてございます。

続きまして、対応窓口につきましては、給付・

助成班というところで一括的に対応しておりま

す。今日以降、分庁舎にも対応があるかもしれま

せんので、そういった部分での情報共有はしっか

りさせていただいて、市民の皆さんに不便のない

よう対応させていただきます。

以上でございます。

〇議長（大瀧次男） ６番。

〇６番（佐賀英生） 分かりました。

今回のこの事由については、かなり特殊的な特

殊だと思っております。先ほど市長もおっしゃい

ましたが、手形がかなり全国で出回っています。

しかし、落ちているところはほとんどないと。と

にかくこういうもので一番困るのは、お年寄りの

方々が分からなくて困ると。申請書をちょっと私

いろいろ見ましたが、かなり簡単だと思いますの

で、もしお年寄りの方々が問合せに来たら、懇切

丁寧に教えていただいて、スムーズな手続をお願

いしたいと思って質疑を終わります。

〇議長（大瀧次男） これで、佐賀英生議員の質疑

を終わります。次に、14番濵田栄子議員。

〇14番（濵田栄子） 私も今の10万円の給付につい

てお聞きいたします。

まず最初は、単身世帯への発送ということです

けれども、やはり単身世帯というのは今佐賀議員

もおっしゃったように、高齢者の方もかなり多い

と思います。そういった中で、例えば町内会長さ

んから、今のご答弁の中では家族対応ということ

をおっしゃったのですけれども、やはり家族が近

くにいらっしゃらない方もたくさんいらっしゃる

と思いますので、民生委員の方とか町内会長さん

からご指導を頂くというような形ができないのか

お聞きいたします。

それから、今ちょっとはっきりお話をしません

でしたけれども、現金給付の場合は分庁舎対応と

いうこともしっかり考えていらっしゃるのか、お

願いします。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

まず、町内会長さんを頼りにということであり

ますけれども、この給付の性質上、最初からそう

いう体制を構築できないということは理解してく

ださい。というのは、これ各個人に配られる、各

世帯に配られるものですから、町内会長の方も含

めて皆さんにこれ給付されるものなのです。した

がって、まずそこはそれぞれの方々がまず今回は

給付を受けるための申請書類であると。その後、

例えばご家族での助け合い、あるいは地域での助

け合いということは非常に重要になってくると思

いますけれども、これはやりながら考えていく話

だというふうに私は認識しています。ともかくい

ち早く今困っている人たちにこれを届けるという

ことが優先になりますので、その点は理解いただ

きたいと思います。

それから、窓口の給付ですが、これはもう原則

我々は考えておりません。それは、最初から申し

上げます。郵送かオンラインでやっていただくと

いうことになります。村とかでは西目屋村、報道

でしか私知りませんけれども、届けて回るという

ことをされているようですが、そもそもその56億

円という現金を扱うこと自体が、これが適正かど

うかと。これ適切にできるかどうかということも
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ありますし、また配って回る際に私たちには現金

。 、を取り扱うノウハウもございません したがって

犯罪に職員が巻き込まれる可能性もあります。で

、 。すから 現金の給付は極力我々は考えていません

まずそのことは明確にさせていただきます。

その上で、どうしても給付が現金でなければな

らないという人たちもいるかもしれませんので、

その対応については、大変申し訳ないですけれど

も、一旦大きな口座での振込の波というのでしょ

、 。うか 申請の大きな波の後にさせていただきます

大事なことなのですが、７月31日まで申請が可

能になっています。したがって、３か月間私たち

はこの申請手続をすることができますので、そう

した中で多くの市民の皆様、全ての市民の皆様に

行き渡るように創意工夫をしながら実施してまい

りたいと考えておりますので、ご理解を賜りたい

と存じます。

〇議長（大瀧次男） 14番。

〇14番（濵田栄子） ありがとうございます。私が

今お尋ねしましたのは、やはりこれから詐欺等も

出てくるのではないかなと思っています。ですか

ら、やっぱり市民に知っている人が寄り添うとい

うことが大切ではないかなと思いまして、そうい

うお話をしてみました。

やはり個々対応ですけれども、書いてあげるこ

とはできません。でも、やはり教えてあげるとい

うことはできると思いますので、その辺のところ

をしっかり対応していただきたいなと思いますけ

れども、ご答弁お願いします。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 繰り返しになりますけれど

も、これはやはりご家族の方々、地域の方々、助

け合いながらやるということが重要で、したがっ

て議員もぜひ近所の方々に教えていただきたいと

思います。

以上です。

〇議長（大瀧次男） これで濵田栄子議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。７番斉藤孝昭議員。

〇７番（斉藤孝昭） １点だけお願いします。

この給付の処理方法についてお伺いしたいと思

います。申込みは、本人または世帯主がやるとい

うことでありますが、それを受けた行政側は確認

して振り込むと、給付するということになると思

いますが、その給付の際の世帯主または本人の確

認するもの、例えば何月何日に給付されましたと

確認いただくようにというふうな確認作業はどう

するのかを教えていただきたいと思います。

もう一つ、それに加えて郵送または確認するた

めの作業について、どれぐらいの手数料と言われ

る予算を考えているのかをお知らせ願います。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

まず、申請の受付までの流れをご説明させてい

ただきますが、本日から申請書類を各戸に配布さ

せていただきます。単身世帯から配布させていた

、 。だきますので その申請書が我々に届くわけです

届いたからといって直ちに振り込むわけではなく

て、その申請書類が適正なものかどうかというこ

とをチェックして、受付という行為があります。

受付したものについて、これを口座にお金をどん

どん入れていくという作業になりますが、その受

付をして口座に振り込んだことについては、こち

らからは通知はいたしません。したがいまして、

２週間程度お時間を受付から頂くことになります

が、２週間程度で振込がなされるということにな

ります。

この日にちを我々として申し上げられないの

は、仮に当該日にちの１日後とか例えば１週間後

とか、毎週何日に振り込みますとなりますと、Ａ

ＴＭそのものに人が殺到する可能性があると。そ
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のことは、感染症対策の観点からも、あるいは犯

罪防止の観点からもふさわしくないということで

ありますので、こうした対応をさせていただくと

いうことはご理解いただきたいと思います。

、 、今後この作業をするに当たって 郵送ですとか

あるいは人件費、これはもう100％国の事業です

、 。から 我々の残業代も含めて全て国から頂きます

この手数料については、まだ試算してございませ

ん。ただ、全て国から頂けることになっています

ので、今回の補正予算とは別に専決処分をさせて

いただいて、次回の議会でご報告させていただく

というようなことで考えておりますので、ご理解

を賜りたいと存じます。

〇議長（大瀧次男） ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。

以上で議案第28号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第28号は、会議規則第38条第２項の規定

、 。により 委員会への付託を省略したいと思います

これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第28号は委員会への付託を省略すること

に決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

すので発言を許可します。15番佐藤広政議員。

〇15番（佐藤広政） 議案第28号 令和２年度むつ

市一般会計補正予算に対し、賛成の立場で討論い

たします。

中国で発生した新型コロナウイルス感染症は世

界中に広がり、世界保健機関によるパンデミック

宣言後の現在も終息する気配がなく、全世界で

300万人が感染し、21万人が亡くなっており、全

世界の人々を恐怖に陥れている現状です。

日本においても、４月29日現在、１万3,000人

以上の方々が感染し、300人以上の方が亡くなっ

ております。青森県においても26名の感染者が確

認されており、むつ市においても、いつ感染者が

出てもおかしくない危機的な状況になっておりま

す。

このような状況の中、安倍首相は東京都をはじ

めとした７都道府県に緊急事態宣言を発出し、４

月16日には国民の生命及び健康に著しく重大な損

害を与えるおそれがあり、かつ全国的かつ急速な

蔓延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響

を及ぼすおそれがある事態が発生したと認められ

るとして、地域対象を全国に広げ、不要不急の外

出の自粛や、人との接触８割減の要請をしたとこ

ろであります。また、青森県においては４月24日

に遊興、商業、運動施設などへの休業要請が発出

されました。

むつ市においては、早急に新型コロナウイルス

感染症対策本部会議を立ち上げ、またむつ市感染

症危機突破プロジェクトチームを組織して、むつ

市市民の生活の安全の確保や市内経済対策に取り

組んでおり、先手先手の対応をしていただいてい

ることに敬意と感謝を申し上げる次第です。

しかしながら、当市の様子を見ると昼夜問わず

閑散とし、人通りもなく、まるでゴーストタウン

の様相を呈しております。経済は疲労し、店舗の

閉鎖や営業時間を縮小せざるを得ない状況になっ

ており このような状況の中で 本議案は４月20日、 、

に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急

対策において、新型インフルエンザ等対策特別措

置法の緊急事態宣言下、感染拡大予防に留意しつ

つ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に行う家計への

支援策として１人10万円を給付する特別定額給付

金に関わる補正予算であります。

新型コロナウイルス感染症対策で、多くの方が

収入が減少し、日々生きることに苦しんでいる方

々にいち早く給付金を届けることが急務となって
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おります。本日議決することによって、全国に先

駆け、早急にして的確に市民の皆様に給付金を届

けることが可能となります。収入が減少した方々

から見ると、10万円という少ない額ではあります

が、本給付金の給付により減少した収入の一助と

なることから、地域経済がよみがえるための手助

けとなることに期待しております。

いまだ終息の見えない状況の中、長期戦の構え

も見え始めている今こそ、我々議会と市長をはじ

めとする理事者が一丸となってコロナウイルス対

策に邁進し、一日でも早く「笑顔かがやく希望の

まち むつ」を取り戻すための努力を惜しまない

覚悟であります。

議員各位のご賛同をよろしくお願いいたしまし

て、議案第28号 令和２年度むつ市一般会計補正

予算の賛成討論といたします。

〇議長（大瀧次男） これで討論を終わります。

これより採決に入ります。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第28号は原案のとおり可決されました。

◎閉会の宣告

〇議長（大瀧次男） これで、本臨時会に付議され

た事件は全て議了いたしました。

以上で、むつ市議会第157回臨時会を閉会いた

します。

午後 零時０９分 閉会

議 席 表

４番 東 健 而 議員

５番 野 中 貴 健 議員

６番 佐 賀 英 生 議員

７番 斉 藤 孝 昭 議員

９番 富 岡 直 哉 議員

１０番 村 中 浩 明 議員

１１番 鎌 田 ちよ子 議員

１２番 住 吉 年 広 議員

１３番 白 井 二 郎 議員

１４番 濵 田 栄 子 議員

１５番 佐 藤 広 政 議員

１６番 冨 岡 幸 夫 議員

１７番 岡 崎 健 吾 議員

１８番 原 田 敏 匡 議員

１９番 佐々木 隆 徳 議員

２０番 浅 利 竹二郎 議員

２１番 佐々木 肇 議員


	議事日程
	出席議員
	説明のため出席した者
	開会及び開議の宣告
	諸般の報告
	議席の変更
	会議録署名議員の指名
	会期の決定
	行政報告
	質疑：原田敏匡議員
	質疑：斉藤孝昭議員
	質疑：工藤祥子議員
	質疑：山本留義議員
	質疑：佐々木隆徳議員
	質疑：佐藤武議員

	議員提出議案一括上程、提案理由説明、質疑、討論、採決
	議案上程、提案理由説明、質疑、討論、採決
	議案第28号
	質疑：佐賀英生議員
	質疑：濵田栄子議員
	質疑：斉藤孝昭議員
	討論：佐藤広政議員


	閉会の宣告

